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８月３日に県総合教育センターで開催された「学校人権教育ファシリテーター研修会」において，大阪府松原市

立松原第七中学校の深美隆司先生の講義とワークショップの講座がありました。深美先生のお話と講義資料から，

「主体的なあり様と依存的なあり様」の考え方について紹介します。 

なお，アサーティブネスを核にした継続的で系統性のあるカリキュラムについては，松原第七中学校研究開発の

ホームページに取組が紹介されています。 

 （http://www.e-kokoro.ed.jp/matsubara/matsu7/08koukukenpatsu/koukuhyoushi.htm） 
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  篤姫とアサーション 

 平成 20年（2008年），ＮＨＫの大河ドラマ「篤姫」が人気を博しました。人権教育にアサーションという手

法が取り入れられて久しいのですが，ドラマに描かれていた篤姫は，非常にアサーティブなあり様や生き様を

実践した人でした。困難に直面した時，自らの気持ちや意志を大切にし，まわりに流されることなく，相手の

気持ちを想像しながら信頼すべき人間関係を構築していきました。アサーティブなあり様は，簡単に言い換え

れば，主体的であるともいえます。 

 主体的なあり様 

 主体的なあり様とは，相手の気持ちを想像しながら，自分の考えを主張し，そのことによって生じてくる出

来事に対して折り合いをつけ，建設的に展開させることができる姿です。また，自らの行動の結果として起こ

った出来事に対して責任を取ろうとする姿勢です。つまり，力関係には左右されることがない姿です。 

 依存的なあり様（攻撃的―受け身的） 

依存的なあり様とは，相手の気持ちを想像できず，自らの考えを相手に押しつけたり，納得のいかないこと

を無理矢理自分の中に取り入れたりします。その結果，自らの行動の結果として起こった出来事に対して，都

合の悪いことは，自分以外の責任として処理してしまう。そして，力関係に左右される姿となります。 

 受け身的な人が依存的なのはすぐに理解できますが，攻撃的な人も実は依存的なのです。一つの集団の中で，

攻撃的な人がどのようなあり様をするかというと，自分の周りに，自分の主張を押し通すことができるグルー

プを作り出し，自分に対する賛同者グループとしてその集団をコントロールしようとし，グループ外の人，自

分の主張が通らない人に対して攻撃を行うわけです。そして，まわりに賛同してくれる人がいないと，「不安で

しかたがない」あるいは「さびしい」気持ちになってしまう。受け身的な人は，攻撃的な人に依存的なのです

が，攻撃的な人も，実は受け身的なあり様の人の存在に依存しているのです。 

 このあり様の変化というものへの認識は，人間関係に関するあり様のメカニズムとして，いじめ未然防止に

関わる大事な観点です。 

 
 主体的（アサーティブネス）    依存的（攻撃的―受け身的） 
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攻撃的な人たちから様々な形で，主体的な人たちへの攻撃的なベクトルが発せられます。依存的なグループの

力が増大していくような学級では， 

主体的な人も不本意ながらも組み 

込まれてしまう可能性があります。 

  

継続的で系統性のあるカリキュ 

ラムを子どもたちに実施すること 

により，攻撃的なベクトルと，集 

団を覆うバリアが変化していきま 

す。  

 

点在し孤立していた主体的な人 

たちが相互依存関係で結ばれてき 

ます。（    ）そして，主体 

的な人たちがつながりをもつこと 

で，攻撃的なグループに対するベ 

クトル（    ）がのびていき 

ます。このベクトルは，アサー 

ティブなものであり，攻撃的なグ 

ループに属している人々へのフィ 

ードバックを込めたものです。 

 

 攻撃的なグループから主体的な 

人たちに向けられていた攻撃的な 

ベクトルやバリアは，継続的な学 

習により弱められ，主体的な人た 

ちからのフィードバックが，依存 

的な人たちの「気づき」となって 

あらわれ，依存的な人から主体的 

な人へと変容していく人たちが出 

現します。 

 

最終的には，主体的な人へと変 

容した人たちのネットワークによ 

って，攻撃的なグループは姿を消 

します。依存的な人たちから攻撃 

性や依存性のベクトルが発せられ 

たとしても，それは一時的なもの 

で，主体的な人からのフィードバ 

ックにより，依存的な人たちへの 

「気づき」として返されていきま 

す。                                                    

 
 

主体的 

主体的 

主体的 

攻撃的 

攻撃的 
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受身的 受身的 受身的 
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学級集団に依存的な人たちのグループと主体的な人たちが混在している例を考えます 
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◎社会情勢の変化に適切に対応した人権政策をより総合的に推進し，様々な人権課題の解決に向けて取り

組んでいくため，「長野県人権政策審議会答申」（平成21年（2009年）３月）を受け，県が進める人権

政策の基本的な考え方や方向性を示すものとして策定しました。 

○長野県における人権政策の基本的な考え方や方向性を示すものです。 

○「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策定した「長野県人権教育・啓発推進指針」（平

成15年（2003年））に代わるものです。 

  

○様々な教育活動を通して児童生徒一人ひとりの人権尊重の精神を涵養し，あらゆる人権問題を自らの課

題として捉え，解決する意欲と実践力を身につけた人間を育てることを目標に取組みます｡ 

○幼児期や低学年期から発達段階に応じて，人権尊重についての理解を深める指導を行います。 

○教職員が豊かな人権感覚を持ち，人権尊重の理念に基づいた人権教育を実践する力量を高めるよう，研

修の充実に努めます。 

策定の趣旨・位置付け 

学 校 における 人 権教 育 

概要の一部を紹介します 

 
 部落差別を許さず，主体的に差別をなくしていこうとする人間の育成をめざして同和教育が始められま

した。そして，これまで，次のような理念や成果を継承・発展させながら取組が進められてきました。 
 

● 差別の現実に向き合う中で，教職員をはじめ人々が自らの差別意識を見返し，自らの立つべき位置を

問い直し，人として，あるいは教職員として自己変革をしてきました。 

● 被差別の立場にいる厳しい状況の子どもたちや人々に寄り添って，願いを聞き取り，教育課題として

受け止めてきました。 

● 児童生徒の言動を，現象面だけでなく，背景も含めてとらえて理解し，課題のある児童生徒を中核に

据え，一人一人が認められる集団づくりを目指してきました。 

● 差別・貧困等を背景とする子どもの長期欠席や不就学を克服する取組を行い，子どもの教育を受ける

権利等を保障しようとしてきました。 

● 一人一人の違いを豊かさとしてとらえたり，児童生徒の自尊感情を育み，将来を展望していこうとす

る意欲を育成することを大切にしたりするなど，現在の学校教育が大切にしている視点を示してきま

した。 

● 同和問題の解決に向けた学習を，人権の大切さや様々な人権問題についての学習へ広げていきました。 

● 子どもにかかわって，地域の人々と学校の教職員が，一緒になって問題や課題を見つけ，改善を図る

努力をしてきました。 
 

同和教育の取組の中で築いてきた財産を発展的に生かし，充実した人権教育を展開していくことがこれ

からも大切です。 

同和教育の理念・成果をふまえた取組を 

平成 22年 2月 

 長野県人権政策推進基本方針には次のことが述べられています。 
「同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ，すべての人の

基本的人権を尊重していくための人権教育・啓発として，発展的に再構築を図っていきます。」 
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● 「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」には，「効果のある学校」について次のよう

に紹介されています。 

  「効果のある学校」に関する研究が国内外で進められている。これらの研究では，「教育的に不利な環境の下に

ある児童生徒の学力水準を押し上げている学校」において，学力の向上と人権感覚の育成とが併せて追究されて

いる点に注目しており，人権感覚の育成は，児童生徒の自主性や社会性などの人格的な発達を促進するばかりで

なく，学校の役割の大事な部分を占めている学力形成においても成果を上げているとの指摘を行っている。 

（指導等の在り方編Ｐ16） 

 

◆ 効果のある学校の共通点として次のことがいわれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆ 「平成19・20年度 全国学力・学習状況調査 追加分析報告書」（平成21年12月文部科学省）には，調査研究

として「不利な環境にある子どもの学力の底上げに成功している学校の特徴―「効果のある学校」研究手法によ

る分析」（志水宏吉（大阪大学）・藤井宣彰（国立教育政策研究所））が報告されています。「効果のある学校」に通う

子どもたちは，「学習習慣」「自尊感情」「規範意識」「社会や地域への関心」等において，「ポジティブな学校生活

を送っている」ことが明らかにされており，「社会経済的要因に起因する学力差を生じさせない「学校の力」の存

在を示唆するものと考えることができる。」とあります。   

 
 
 
 
 
 
 

◎同和教育には，「教育的に不利な環境の下にある子どもたち」の学力保障に取り組んできた伝統があります。そ

の考え方や取組が，今日的な課題解決に向けた取組と重なります。学力保障や進路保障の考え方，課題のある児

童生徒を中核にした集団づくり，自尊感情を高める取組等，これまでの同和教育の中で積み上げられてきた蓄積をこ

れからの人権教育でも生かしていくことが大切です。 

◎長野県の学校現場には，被差別の立場や困難な状況にある子どもたちとその家庭に寄り添いながら，共に悩み，

考え，支える姿勢で同和教育・人権教育に取り組んできた先生方がいます。その姿勢や取組を財産とし，これ

からの学校・学級づくりに生かしていきたいものです。 

 

◇ 児童生徒をその背景まで理解する 

・授業以外での子どもとの対話，課題のある子の家庭訪問等を大切にする。 

◇ 一人一人を力づける集団作り 

・自分は必要な人間であることを実感させる取組。 

◇ 基礎学力定着のためのシステム 

・一人一人の学力を保障していく考えに支えられた学力定着のための工夫。 

◇ チーム力を大切にする学校経営 

・教職員同士の間でも互いを尊重する態度を大切にし，指導上の課題について互いによく話し合える環境

をつくり，課題に対してチームであたる。 

◇ 地域・家庭と連携する学校作り 

・地域・家庭から協力を得るとともに，地域・家庭へ積極的に働きかける。 

◇ リーダーシップの存在 

・管理職を中心として，教務主任・研究主任・人権教育主任・生徒指導主任・学年主任等が責任を明確に

して取り組む。 
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「
世
界
で
も
例
の
な
い
学
校
」 

松
本
市
立
旭
町
中
学
校
「
桐
分
校
（
き
り
ぶ
ん

こ
う
）」
は
、
昭
和
三
十
年
に
設
立
さ
れ
た
全
国
で

唯
一
の
刑
務
所
の
中
の
中
学
校
で
す
。
入
学
対
象

者
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
か
ら
義
務
教
育
を
修
了

で
き
な
か
っ
た
受
刑
者
で
す
。
松
本
少
年
刑
務
所

内
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
学
校
は
世
界

に
も
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

受
刑
者
の
彼
ら
を
卒
業
生
と
し
て
送
り
出
せ
た

の
は
、
旭
町
中
学
校
や
松
本
市
の
皆
さ
ん
が
、
自

分
の
学
校
の
生
徒
と
し
て
温
か
く
受
け
入
れ
て
く

だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
す
。 

 

彼
ら
へ
の
基
本
的
な
視
点
は
、
中
学
生
で
あ
る

と
同
時
に
受
刑
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

「
君
た
ち
は
自
分
の
犯
罪
を
振
り
返
り
、
反
省
す

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
被
害
者
と
そ
の
家

族
、
あ
る
い
は
遺
族
、
そ
の
周
辺
の
人
々
の
怒
り
、

苦
し
み
、
痛
み
、
哀
し
み
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」

と
言
い
続
け
て
き
ま
し
た
。 

こ
れ
ま
で
の
入
学
生
の
年
齢
は
十
七
歳
か
ら
六

十
七
歳
ま
で
様
々
で
し
た
。
近
年
の
入
学
者
数
は
、

十
人
前
後
。
一
人
一
人
性
格
も
生
育
も
、
生
き
て

き
た
生
活
環
境
も
違
い
ま
す
。
学
力
に
も
格
差
が

あ
り
、
劣
等
感
が
強
い
人
も
い
ま
す
。
人
か
ら
愛

さ
れ
た
こ
と
が
少
な
く
、
い
つ
も
邪
魔
者
に
さ
れ
、

居
場
所
も
な
い
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
き
た
人
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
親
か
ら
さ
え
見
離
さ
れ
、
小

学
校
に
も
中
学
校
に
も
通
わ
せ
て
も
ら
え
ず
、
両

親
の
顔
も
名
前
も
知
ら
な
い
、
戸
籍
も
な
い
と
い

う
人
も
い
ま
し
た
。 

「
日
本
一
勉
強
す
る
中
学
生
」 

一
般
の
中
学
校
と
違
い
、
桐
分
校
で
は
中
学
三
年

ま
で
の
勉
強
を
一
年
で
や
り
と
げ
ま
す
。
夜
の
三
時

間
の
自
習
時
間
と
合
わ
せ
て
一
日
十
時
間
の
勉
強
を

毎
日
続
け
て
い
ま
す
。 

 

お
互
い
に
気
を
使
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
の
で

す
が
、
些
細
な
こ
と
で
あ
つ
れ
き
が
生
じ
、
退
学
さ

せ
て
ほ
し
い
と
か
、
勉
強
に
つ
い
て
い
け
な
い
か
ら

や
め
さ
せ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
生
徒
の
話
を
聞
き
、
ア
ド
バ
イ
ス
し
、
あ
る
い

は
叱
咤
激
励
し
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
彼
ら
の
心
の
ど

こ
か
片
隅
に
つ
な
が
り
が
持
て
れ
ば
、
そ
し
て
梅
雨

が
明
け
る
ま
で
な
ん
と
か
持
ち
こ
た
え
ら
れ
れ
ば
、

一
学
期
が
乗
り
越
え
ら
れ
ま
す
。 

梅
雨
が
明
け
た
七
月
頃
か
ら
生
徒
た
ち
の
勉
強
ぶ

り
は
す
っ
か
り
板
に
つ
い
て
き
ま
す
。
九
九
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
た
く
さ
ん
の
漢
字
が
読
め
る
よ
う

に
な
り
、
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

「
感
動
が
人
を
変
え
る
」 

 
受
刑
者
は
、
刑
務
所
の
外
に
出
る
時
は
、
必
ず
手

錠
と
捕
縄
を
し
ま
す
。
し
か
し
、
桐
分
校
の
施
設
外

教
育
（
遠
足
）
の
時
だ
け
は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
き
そ
い
の
職
員
も
緊
張
し
ま
す
。
こ
の
五
十
五
年

間
、
施
設
外
教
育
で
事
故
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
過
去
に
事
故
が
な
か
っ
た
か
ら
今
回
も
大

丈
夫
と
い
う
保
障
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
発
の
時
に
私

は
生
徒
に
言
い
ま
す
。「
今
日
、
ぼ
く
は
手
錠
も
捕
縄

も
持
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
た
だ
一
つ
武
器
を
持
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
は
「
信
頼
」
で
す
。
四
月
か
ら
君

た
ち
と
ぼ
く
と
築
い
て
き
た
も
の
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ 

角谷敏夫（すみや としお）さんは、大学

を卒業した昭和48年から平成20年までの

35年間、松本市立旭町中学校桐分校教官と

して教壇に立ちました。 

著書：「刑務所の中の中学校」しなのき書房 

の
『
信
頼
』
に
応
え
る
一
日
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。」
こ

の
「
信
頼
」
と
い
う
言
葉
が
彼
ら
の
心
に
響
く
よ
う
で

す
。 一

年
間
で
一
番
感
動
す
る
場
面
は
な
ん
と
い
っ
て
も

旭
町
中
学
校
訪
問
で
す
。
家
庭
科
室
で
は
、
先
生
方
と

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
方
々
が
お
や
き
の
下
ご
し
ら
え
を
し
て
い
ま

す
。
お
や
き
作
り
に
悪
戦
苦
闘
し
て
か
ら
音
楽
室
へ
行

く
と
、
生
徒
さ
ん
た
ち
が
拍
手
で
桐
分
校
生
を
迎
え
て

く
れ
ま
す
。
一
緒
に
「
故
郷
」
と
「
旭
町
中
学
校
校
歌
」

を
合
唱
す
る
と
、
桐
分
校
生
は
心
を
ふ
る
わ
せ
、
人
目

も
は
ば
か
ら
ず
泣
く
の
で
す
。
泣
い
て
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら

ハ
ン
カ
チ
を
出
し
、
目
と
鼻
を
何
度
も
拭
く
の
で
す
。

桐
分
校
生
は
、
一
般
の
人
々
、
ま
し
て
や
中
学
生
と
言

葉
を
交
わ
す
機
会
は
こ
の
授
業
以
外
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
経
験
も
彼
ら
は
乏

し
い
の
で
す
。
本
校
訪
問
に
よ
っ
て
、
桐
分
校
生
は
こ

こ
が
「
わ
が
母
校
だ
！
」
と
強
く
実
感
し
ま
す
。
こ
の

旭
町
中
学
校
の
存
在
が
、
彼
ら
の
卒
業
後
の
人
生
に
お

い
て
、
大
き
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。 

「
風
に
負
け
る
な
」 

卒
業
式
に
壇
上
で
卒
業
証
書
が
渡
さ
れ
た
瞬
間
、
彼

ら
の
全
身
か
ら
重
い
荷
が
下
ろ
さ
れ
、
屈
折
し
た
心
か

ら
解
放
さ
れ
る
の
が
そ
の
背
中
か
ら
わ
か
り
ま
す
。 

人
間
は
誰
も
が
学
び
た
が
っ
て
い
る
し
、
学
ぶ
人
間

の
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
学
び
と
感
動

が
、
人
を
変
え
、
人
を
成
長
さ
せ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
今
日
も
彼
ら
に
は
社
会
の
厳
し
い
風
が
吹
き

す
さ
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

「
風
に
負
け
る
な
。
そ
し
て
自
分
に
負
け
る
な
。
心
を

高
く
持
っ
て
明
日
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
こ
う
。」 
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Ｑ１ 性同一性障害（gender identity disorder）とは？ 

 生物学的な性（身体の性）と性の自己意識（心の性）が一致しない状態を指します。 

 身体の性は女性，心の性は男性であるfemale to male(FTM)と，身体の性は男性，心の性は女性であるmale to 

female(MTF)とに分かれます。身体の性と心の性とは一致していて，性指向が身体の性と同じ性別に向かう同性

愛とは異なります。 
 当事者にとって，性別の違和感は，物心ついたころから始まることも多いとされますが，特に，思春期は，精

神的に不安定な時期であるとともに，二次性徴で望む性とは反対に身体が変化する時期となり，身近な大人にも

相談できずに深く悩むことが多く，不登校のほか，自殺念慮，自傷行為などの問題も起きやすいのです。 

Ｑ２ 小学生の性同一性障害について新聞報道されましたが？ 

埼玉県の小学校の児童が，幼稚園の頃から自分の体が男であることへの違和感が強く，小学校入学後は，男児

用の水着を着たり，トイレで立って用をたしたりすることへの苦痛を激しく訴えて，不眠がちになったことから，

埼玉医科大学のジェンダークリニックを受診し，性同一性障害であると診断されました。 
学校は，主治医や保護者と相談した結果，本人の苦痛を取り除くことを最優先することとし，全校生徒とクラ

スの保護者に説明したうえで，「女児」として受け入れることにしました。（平成２２年２月新聞報道） 

Ｑ３ 学校における性同一性障害の児童生徒への適切な対応とは？ 

下記の点に留意しながら，管理職のリーダーシップはもちろんのこと，学級担任，養護教諭， 
スクールカウンセラーなど教職員等が協力して，保護者の意向にも配慮しつつ，児童生徒の実 
情を把握した上で相談に応じるとともに，必要に応じて関係医療機関とも連携するなど，児童 
生徒の心情に十分配慮した対応が大切です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教職員がほとんど認識を持っていない時代には，教職員に相談できずに悩んでいた子どもたちが何人もいただろう

と思います。まず，「見過ごさないという認識を全教職員が持つ」ことが，「適切な対応」の第一歩です。 

 

● 体の性に違和感のある児童生徒の悩みを見過ごさないという認識を全教職員が持つ。 
 

● 性同一性障害のある児童生徒が学校の中で安心して生活するために，周りの児童生徒・保護者の理解

を図ることをはじめとして，制服，トイレ，更衣，健康診断，保健体育（特に水泳），宿泊行事，書類

上の性別表記，男女別の整列，呼称等の配慮について検討する必要がある。 
 

● その際，「周囲には知らせないでほしい」，「更衣，トイレについてのみ配慮してほしい」というように，

当事者の願いが一人一人異なることや，体の性への違和感が一時的なものである場合もあることから，

当事者やその保護者の気持ちにていねいに寄り添い，必要に応じて関係医療機関とも連携しながら対

応していくことが大切である。 
 

● 進路指導においても，当該児童生徒の相談にのりながら，必要に応じて，進学先の学校等との連携を図

ることが大切である。 
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―平成２１年度「全国中学生人権作文コンテスト県大会」長野県教育委員会賞の作品を紹介します― 

  

「
ね
え
、
知
っ
て
た
？
女
の
人
っ
て
昔
は
差
別
さ
れ
て

い
た
ん
だ
っ
て
。」 

母
と
祖
母
の
三
人
で
夕
食
を
食
べ
な
が
ら
、
私
は
そ
の

日
の
社
会
科
の
学
習
を
思
い
出
し
て
話
し
始
め
た
。
二

人
が
「
え
っ
！
」
と
、
び
っ
く
り
し
て
顔
を
見
合
わ
せ

た
の
で
、
や
っ
ぱ
り
知
ら
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
っ
た
。

だ
が
、
次
の
母
の
言
葉
に
今
度
は
私
が
驚
か
さ
れ
た
。 

「
そ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
の 

 

」 

二
人
の
び
っ
く
り
と
い
う
反
応
は
、
女
性
が
差
別
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
、
今
ま
で
私
が
全
く
知
ら
ず
に
い
た

こ
と
へ
の
驚
き
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

「
そ
う
言
え
ば
、
麻
由
が
生
ま
れ
た
頃
か
ら
女
の
人
が

大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
を
し
た
り
、
タ
ク
シ
ー
や
バ
ス

も
女
の
運
転
手
さ
ん
を
見
か
け
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た
ね
。
少
し
前
は
運
転
手
な
ん
て
男
の
仕
事
で
女
の
人

な
ん
て
見
る
こ
と
な
か
っ
た
よ
。
こ
こ
十
数
年
で
み
ん

な
の
意
識
が
変
わ
っ
た
り
、
育
児
制
度
が
整
っ
た
り
し

て
、
女
性
が
自
由
に
好
き
な
仕
事
に
就
け
る
よ
う
に
社

会
が
変
わ
っ
て
き
た
っ
て
こ
と
だ
ね
。
麻
由
に
は
男
尊

女
卑
っ
て
言
葉
や
女
性
の
地
位
が
低
か
っ
た
社
会
な
ん

て
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
な
。」
祖
母
は
子
ど
も
の
頃
お
父

さ
ん
は
威
厳
が
あ
っ
て
、
少
し
怖
か
っ
た
と
い
う
話
を

聞
か
せ
て
く
れ
た
。 

教
員
を
し
て
い
る
母
の
話
に
よ
る
と
、
一
昔
前
の
児

童
会
長
は
立
候
補
す
る
の
は
た
い
て
い
男
子
だ
っ
た
そ

う
だ
。
ま
た
十
年
ほ
ど
前
ま
で
学
校
の
名
簿
は
全
て
男

女
別
で
、
男
子
は
一
番
か
ら
、
そ
の
後
女
子
が
三
十
一

番
か
ら
と
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
今
で
は
保
健
行
事
は

別
と
し
て
普
段
は
五
十
音
順
の
男
女
混
合
名
簿
だ
。
私

は
こ
の
日
の
会
話
で
、
見
慣
れ
た
混
合
名
簿
が
最
近
使

わ
れ
始
め
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。
姓 

が
「
伊
東
」
の
私
は
名
簿
は
い
つ
も
前
の
方
。
小
学
校
の

頃
か
ら
名
簿
番
号
は
い
つ
も
一
ケ
タ
だ
。
そ
ん
な
経
験
し

か
な
い
私
は
少
し
前
ま
で
女
子
は
全
員
男
子
の
後
ろ
だ

っ
た
と
聞
い
て
、
と
て
も
び
っ
く
り
し
た
。 

私
は
今
ま
で
女
性
差
別
の
こ
と
な
ど
全
く
気
に
掛
け

る
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
知
ら
ず
に
い
た
。
社
会
の
授
業

で
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
に
つ
い
て
学
び
、
初
め
て

か
つ
て
は
職
種
や
給
料
を
は
じ
め
社
会
全
般
に
男
女
差

別
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
う
言
え
ば
歴
史
的
に
見

て
も
大
日
本
帝
国
憲
法
の
も
と
で
は
、
女
性
に
は
選
挙
権

が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
昔
か
ら
男
は
偉
い
と
い
う
意
識

が
人
々
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
私
は
、
こ
の
学
習
を
し
て
「
生

ま
れ
た
の
が
今
の
時
代
で
良
か
っ
た
」
と
思
っ
た
。 

し
か
し
意
識
し
て
社
会
を
見
て
み
る
と
今
で
も
政
治

の
中
心
は
男
性
で
あ
り
、
国
会
議
員
も
圧
倒
的
に
男
性
が

多
い
。
時
々
テ
レ
ビ
で
女
性
社
長
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
経
済
を
担
う
会
社
の
社
長
は

男
性
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
男
性
は
外
の
仕
事
、
女
性

は
家
で
家
事
や
育
児
と
い
う
意
識
が
今
で
も
根
強
く
残

っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
よ
く
考
え
て
み
た
ら
実
は

私
自
身
の
中
に
も
、
ど
こ
か
に
こ
う
い
う
考
え
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。
日
本
国
憲
法
の
第
十
四
条
に
は
「
す
べ
て
の

国
民
は
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、

社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
差
別
さ
れ
な
い
」
と
書
か

れ
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
や
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
法
律
も
で
き
た
の
に
、
ま
だ
私

達
の
住
む
社
会
に
は
女
性
が
力
を
出
し
切
れ
な
い
様
々

な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら

女
性
側
に
も
甘
え
が
あ
る
等
、
考
え
直
し
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
部
分
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

今
で
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
「
女
は
ラ
ン
ク
が
下
」 

伊那市立春富中学校３年（昨年度） 

伊東 麻由さん 

と
い
う
意
識
は
、
調
べ
て
み
る
と
世
界
的
な
傾
向
ら
し

い
。
歴
史
の
教
科
書
に
出
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
生

み
の
親
で
あ
る
ル
タ
ー
は
「
女
児
は
男
児
よ
り
も
成
長
が

早
い
が
そ
れ
は
有
益
な
植
物
よ
り
も
雑
草
の
方
が
成
長

が
早
い
の
と
同
じ
だ
。
」
と
い
う
偏
見
の
言
葉
を
残
し
て

い
る
し
、
仏
教
で
も
「
女
は
け
が
れ
て
い
て
精
神
的
向
上

が
望
み
に
く
く
成
仏
で
き
な
い
」
と
い
う
説
も
あ
っ
た
り

す
る
の
だ
と
か
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
教
え
の
も
と
長
い

年
月
の
間
に
培
わ
れ
て
き
た
偏
見
の
目
は
、
法
律
が
出
来

た
か
ら
と
言
っ
て
も
そ
う
簡
単
に
変
え
る
こ
と
は
出
来

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
近
年
多
く
の
人
の
努
力

が
あ
っ
て
、
男
女
共
同
参
画
社
会
が
実
現
し
始
め
て
い
る

こ
と
を
大
事
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
先
日
信
濃
毎

日
新
聞
に
、
南
佐
久
郡
北
相
木
村
で
お
盆
に
男
子
だ
け
が

参
加
で
き
た
「
音
楽
隊
」
と
呼
ば
れ
る
お
宮
の
伝
統
行
事

に
今
年
初
め
て
小
学
四
年
か
ら
中
学
一
年
の
女
子
八
人

が
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い

た
。
ま
た
逆
に
「
保
母
」「
看
護
婦
」
と
い
う
言
葉
が
「
保

育
士
」
「
看
護
師
」
に
変
わ
り
、
今
ま
で
女
性
だ
け
だ
っ

た
仕
事
場
に
男
性
が
入
っ
て
、
そ
の
特
性
を
生
か
し
な
が

ら
、
活
躍
す
る
姿
が
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
男
だ
か
ら
女
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な

く
、
そ
の
人
が
持
つ
能
力
や
、
得
意
と
す
る
こ
と
を
最
大

限
に
発
揮
で
き
る
社
会
が
、
一
〇
〇
％
実
現
で
き
た
ら
素

晴
ら
し
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
私
自
身
も
社
会
の
動

き
に
関
心
を
持
っ
た
り
、
意
識
を
変
え
た
り
し
て
い
き
た

い
。
女
性
は
男
性
を
、
男
性
は
女
性
を
、
お
互
い
に
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
を
理
解
し
合
い
、
相
手
を 

思
い
や
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ 

こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
の
男
女
平
等
社 

会
を
築
い
て
い
く
基
本
に
な
る
と
思
う
。 

？ 
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昨年度，ある中学校での出来事でした。いじめ被害にあったＨ講師の講演を聴いた男子生徒が，講演

後「どうしても講師に伝えたいことがある。」と，校長室を訪れました。「俺はずっと人をいじめてきた

けれど，どうしていじめちゃいけないかよくわかりました。Ｈさん。いつまでも僕のような者のために，

話し続けてください。」 
今年度も，似た光景に出会いました。これも中学校ですが，「クラスの仲間をいじめてきたけれど，ど

う謝ったらいいですか？」と感極まった男子生徒は，その場で泣いていました。講師はこう答えました。

「一回や二回謝って許してもらおうなんて思ったら間違いだよ。謝っても許してくれないかもしれない。

それだけいじめで相手の心は傷ついています。だから，何度でも許してもらうまで謝ればいいんだ。そ

れができたら，君は絶対に人をいじめないはずだよ。いじめられる人のつらさがわかってくれたら僕も

話した甲斐があります。必ず謝ってあげてよ。困ったら僕に相談してください。」 
心の支援室人権支援係では，いじめや暴力による被害を受けたご本人やご家族を講師として学校等に

派遣する「人権教育講師派遣事業」を行っています。今年度で６年目を迎え，通算７００回を超える講

演を実施しています。 
「いじめ」の被害者は，時間の経過とともにかえって苦しみが深まり，不登校・精神疾患・時には自

殺（未遂）という事態になることもあります。講師の方々も，形こそ違え命に関わるつらい経験をして

います。「いじめ」により身体に障害を負ってしまった方，いじめにより自ら命を絶った友人に対して痛

惜の念を持った方，一方的な暴力でご子息を失ったご両親などです。 
講師の方々は，「学校の門をくぐると，今でも当時のことがよみがえって身震いします。」という言葉

のとおり，未だに苦しみの渦中にありながら，「自分と同じ苦しみを子どもたちに絶対味わってもらいた

くない」という強い思いから学校を訪れます。 
講師の方々は，学校の先生方が何気なく発する言葉に敏感です。 

「学校で，『いい話』をありがとうございましたと言われるが，『いい話』ではないですよね？感謝の気

持ちとしてはありがたいが，『いい』ではなく別の表現で受け止めて欲しい。」 
暴力による死・自殺未遂・リストカット・不登校・身体の障害・教師の心ない言動から受けた心の傷

などの話は，聴く側に衝撃的です。時には，「今回の話は過激」との受け止めもあるかもしれません。フ

ィクションなら「過激」と言えばよいでしょうが，縁あって話す講師の「事実」を，まずは大人が真摯

に受け止めるという姿勢を大切してほしいと思います。 
小学生高学年の子の保護者の方から，お手紙をいただきました。 

「聴いていて涙がとまりませんでした。正直，我が子に起きたら私は普通ではいられないだろうと思い

ます。（中略）過去の時間を戻す術はありませんが，○○さん（＝講師）が今後も苦しみ，もし，再び自

らの命を絶つような思いになることがあったら，このような私でもよかったら話してください。何もで 
きませんが，人ごとに思えず筆をとりました。・・・」  
講演後，児童生徒に感想や考えを求めることは大切なことですが，我々教師が， 

保護者が，「自分ならこうする」という考えを子どもたちに伝えてこそ，この講師 
派遣事業の真の価値があると思います。  

 

― いじめ・暴力未然防止のための「人権教育講師派遣事業」― 


